
 

 
 

 

 

施設定期検査終了証 

 

 

 

原規規発第 20031011 号 

   

   

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

  理事長 児玉 敏雄 殿 

 

平成３０年９月２５日付け３０原機（も）２１３（平成３０年１１月３０日付け３０原機（も）

３０９及び令和元年５月３１日付け令０１原機（も）０４０をもって一部変更）をもって申請があ

りました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１５の規定に基づ

く施設定期検査に係る発電用原子炉施設については、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則第４９条第１項の規定に基づき、令和２年３月１０日に施設定期検査を終了したと認め

ます。 

 

 

 

   令和２年３月１０日 

 

 

 

        原子力規制委員会 

 

 


